
命スタッフサービスが人材派遣業務、福利厚生事務を、明生ビジネスサービス㈱が�関連事業�

ナンシュアランス研究所が生活設計・健康関連等に関する調査・研究とそれに係わ�
スがアスレティッククラブ「スパ白金」「スパ天神」の運営業務を、㈱明治生命フィ�

諸活動、体力医学研究所の運営および研究助成活動を行なっています。�

康・医療・介護に係る調査・分析・助言業務を、㈱ダイヤモンド・アスレティック�

ビス㈱が厚生年金基金・新企業年金等の事務の代行業務を営んでいます。�
ス㈱が保険契約の保全に関する事務等の代行業務を、ジャパン・ペンション・サー�
刷・製版・製本加工、梱包業務、書簡・配達業務を、ダイヤモンド・データサービ�
生命保険料等の収納代行業務を、明生印刷配送㈱が当社が使用する各種印刷物の印�

　ウェルネスケア・ネットワーク㈱が介護サービスセンターの受託業務のほか、健�研究・ウェルネス�

関連事業�

保
険
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
の
状
況
�

命保険募集業務を、明治生命インターナショナル（香港）㈱、明治生命アメリカ保�
フィック・ガーディアン生命保険㈱が生命保険事業を、㈱明治生命保険代理社が生�

　明生システムサービス㈱がソフト開発、コンピュータ運用管理業務を、㈱明治生�

投資業務を営んでいます。�

ンス・キャピタル・コーポレーションが投資顧問業務を営んでいます。�

ーインシュアランスサービス㈱が保険代理店業務を営んでいます。�

㈱、ドイツ明治生命不動産㈲、および明治生命プロパティーズ（ＵＳＡ）㈱が不動産�
　諸外国において、明治生命リアルティー（ＵＳＡ）㈱、イギリス明治生命不動産�

ンズ㈱が証券投資信託に関する調査・評価および情報提供業務を、明治－アライア�
ルティング㈱が確定拠出年金制度における運営管理業務を、三菱アセット・ブレイ�
明治生命リース㈱が機械・機器・設備等のリース業務を、日本確定拠出年金コンサ�
生命キャピタル㈱が株式・債券等への投資、投資事業組合の財産運用および管理を、�
投資顧問㈱、明治生命インターナショナル（ロンドン）㈱が投融資代行業務を、明治�
ンガポール明治生命投資㈱が外国有価証券の取得・売却業務を、アメリカ明治生命�
　明治ドレスナー・アセットマネジメント㈱が投資顧問、投資信託委託業務を、シ�

ピー・コミュニティが「厚木サテライトビジネスパーク」の維持・管理業務を営ん�
　明生不動産管理㈱が当社所有ビル等の維持・管理業務を、㈱エイ・エス・ビー・�

険サービス㈱が保険仲介業を、㈱明生保険ビューローが契約確認業務を、エムティ�

　当社が生命保険事業を、明治損害保険㈱が損害保険事業を営んでいるほか、パシ�

資
　
産
　
運
　
用
　
関
　
連
　
事
　
業
�

でいます。�

事務代行等�

不動産管理�

不動産投資�

投資顧問等�

保険関連事業�

保険会社およびその子会社等の状況�

■主要な事業の内容および組織の構成�

るコンサルティング業務を、�　�（�　�）�財�明治生命厚生事業団が健康増進・体位向上に関する�



■　�明治－アライアンス・キャピタル・コーポレーション�［Meiji-Alliance　Capital　Corporation］�

明
　
　
治
　
　
生
　
　
命
　
　
保
　
　
険
　
　
相
　
　
互
　
　
会
　
　
社
�

■　�ウェルネスケア・ネットワーク㈱�

㈱明治生命フィナンシュアランス研究所�

（注）ドイツ明治生命不動産㈲は現在清算手続中です。�

㈱ダイヤモンド・アスレティックス�

■　�

■　�
■　�

保
険
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
の
状
況
�

■　�明生印刷配送㈱�

ジャパン・ペンション・サービス㈱�
ダイヤモンド・データサービス㈱�

■　�
■　�

明生ビジネスサービス㈱�
㈱明治生命スタッフサービス�
明生システムサービス㈱�

■　�
■　�
■　�

［Meijiseimei　Properties

㈱エイ・エス・ビー・ピー・コミュニティ�

［Meijiseimei　Property　Germany　GmbH　i.L.　�

［Meijiseimei　Property　U.K.　Ltd.］�

■　�明治生命プロパティーズ（USA）㈱�

不動産管理�

明生不動産管理㈱�■　�
■　�

不動産投資�

ドイツ明治生命不動産㈲�
イギリス明治生命不動産㈱�
明治生命リアルティー（USA）㈱�■　�

■　�
■　�

,　Inc.］�

,　Inc.］�

］�

（平成１４年７月３日現在）�

［Meijiseimei　Investment　Singapore　Pte

日本確定拠出年金コンサルティング㈱�

明治ドレスナー・アセットマネジメント㈱�

明治生命インターナショナル（ロンドン）㈱�
［Meijiseimei　Asset　Management　of　America　Incorporated］�■　�アメリカ明治生命投資顧問㈱�

明治生命キャピタル㈱�
明治生命リース㈱�

三菱アセット・ブレインズ㈱�

■　�
■　�
■　�

■　�
■　�

シンガポール明治生命投資㈱�

投資顧問等�

■　�
■　�

［Meijiseimei　International,　London　Limited］�

　Ltd ］�

［Meijiseimei　Insurance　Agency　of　America,　Inc.］�

パシフィック・ガーディアン生命保険㈱�

エムティーインシュアランスサービス㈱�

明治生命インターナショナル（香港）㈱�■　�

㈱明生保険ビューロー�
明治生命アメリカ保険サービス㈱�

■　�

■　�
■　�

明治損害保険㈱�

㈱明治生命保険代理社�

■　�
■　�
■　�

［Meijiseimei　International　Hong　Kong,　Limited］�

［Pacific　Guardian　Life　Insurance　Company,　Limited］�

■明治生命グループ事業系統図�

（USA）�［Meijiseimei　Realty

（Immobilieninvestitionen）�

（USA）�

　�（�　�）�財�明治生命厚生事業団�

保険関連事業�

研究・ウェルネス関連事業�

事務代行等関連事業�

資産運用関連事業�



３３．５％�

１０％�

１０％�

国民の健康増進、体位向上に関する諸活動、研究助成�

（平成１４年３月３１日現在）�

数等に占め�
株式等の総�

１００％�

１００％�

１００％�

１００％�

１００％�

１００％�

１００％�

１００％�

５０％�

有株式等の�
る当社の所�

１００％�

１００％�

５０％�

Meijiseimei　Property　U．K．　Ltd．�

Meijiseimei　Realty（USA），　Inc．�

２．�

Meijiseimei　Property　Germany　�

Meijiseimei　Properties（USA），　Inc．�

１．Pacific　Guardian　Life　Insurance　Company，　Limitedへの資本参加は昭和５１年３月２６日です。�（注）�

平成２年５月２２日�

平成１０年８月３日�

Meijiseimei　Property　Germany　GmbH　i．L．（Immobilieninvestitionen）は現在清算手続中です。�

平成４年２月１２日�

平成１０年８月３日�

英国ロンドン市�

ドイツ連邦共和国ヘッセン州フランクフルト市�

イギリスにおける不動産投資�

米国における不動産投資�

ドイツにおける不動産投資�

米国における不動産投資�

（万ユーロ）�７，８８９�

５，０７９�（万米ドル）�

４２，６６０�

６，７００�（万ポンド）�

（万米ドル）�

ジャパン・ペンション・サービス株式会社�

株式会社ダイヤモンド・アスレティックス�

株式会社明治生命フィナンシュアランス研究所�

財団法人明治生命厚生事業団�

America　Incorporated
Meijiseimei　Asset　Management　of　�

America，　Inc．�
Meijiseimei　Insurance　Agency　of　�

Meiji－Alliance　Capital　Corporation

ウェルネスケア・ネットワーク株式会社�

海外�

平成元年３月３日�

設立年月日�

昭和３６年８月３日�

昭和６３年４月２８日�

昭和６０年４月９日�

昭和６２年８月１０日�

昭和６２年４月３日�

平成３年３月２７日�

英国ロンドン市�

米国ニューヨーク州ニューヨーク市�

中国（香港）�

会社名�
所在地�

主たる営業所�
又は事務所の�

投資顧問、資本金運用、融資開拓支援�

保険仲介、金融経済調査�

投資顧問、金融経済調査、融資開拓支援�

投資顧問、金融経済調査、融資開拓支援�

投資顧問�

８３０�（万米ドル）�

４００�

１０�（万米ドル）�

（万ポンド）�

３０�

１，５００�（万米ドル）�

（万米ドル）�

保険仲介、金融経済調査、投資顧問�

生命保険・健康保険業�６３５�

５０�

（万米ドル）�

（万米ドル）�

資本金�

割合�

事業の内容�

平成１３年１０月１日�

昭和５８年７月１日�

平成３年７月１日�

昭和３７年６月６日�

平成１４年３月７日�

東京都新宿区�

東京都港区�

東京都千代田区�

大阪府大阪市�

東京都千代田区�

コンサルティング�

２５０（基金）�

介護サービスセンターの受託業務のほか、健康・�

厚生年金基金・新企業年金等の事務の代行業務�

アスレティッククラブの経営�

調査研究、健康関連等に関する調査研究、�

医療・介護に係る調査・分析・助言業務�

５０�

２５�

２，０００�

３４２�

０％�

０％�

０％�

０％�

保
険
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
の
状
況
�

０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

所有株式等の�

０％�

０％�

割合�

等に占める当�
株式等の総数�

社子会社等の�

９０％�

０％�

０％�

０％�

（平成１４年３月３１日現在）�

５１％�

４３％�

２０％�

１０％�

る当社の所�
数等に占め�
株式等の総�

１００％�

有株式等の�

１００％�

１００％�

２５％�

６３％�

１０％�

１０％�

１００％�

１００％�

１００％�

１００％�

２０％�

明治生命リース株式会社�

明治生命キャピタル株式会社�

明治損害保険株式会社�

株式会社明生保険ビューロー�

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社�

株式会社明治生命保険代理社�

エムティーインシュアランスサービス株式会社�

ダイヤモンド・データサービス株式会社�

三菱アセット・ブレインズ株式会社�

明生不動産管理株式会社�

株式会社エイ・エス・ビー・ピー・コミュニティ�

明生システムサービス株式会社�

株式会社明治生命スタッフサービス�

明生ビジネスサービス株式会社�

明生印刷配送株式会社�

日本確定拠出年金コンサルティング株式会社�

国内�

５０�ベンチャーキャピタル�東京都千代田区�平成４年４月１日�

昭和５７年４月１日�

昭和６２年４月１日�

平成１０年１２月２５日�

昭和３８年４月３０日�

平成６年１０月３日�

昭和５９年４月２日�

昭和５８年４月１日�

昭和４３年４月９日�

平成１３年３月１６日�

昭和５９年３月１６日�

神奈川県厚木市�

東京都江東区�

東京都千代田区�

東京都江東区�

東京都千代田区�

東京都千代田区�

東京都千代田区�

東京都千代田区�

東京都千代田区�

東京都千代田区�

１０�ビル管理�

情報システム開発、管理�

保険契約の保全に関する事務等の代行業務�

印刷、製本、梱包、配送�

金銭収納代行�

人材派遣、福利厚生業務�

２０�

１０�

１０�

１００�

３０�

証券投資信託に関する調査・評価�

確定拠出年金運営管理業�

１０�

４８０�

ビル管理�

１００�

３，０００�

リース�

設立年月日�

平成８年８月８日�

昭和５３年７月１日�

昭和６１年１１月１５日�

昭和５４年４月２日�

平成８年１０月１４日�

東京都港区�

東京都千代田区�

東京都渋谷区�

東京都千代田区�

千葉県浦安市�

会社名�
主たる営業所�
又は事務所の�
所在地�

生命保険の募集�

生命保険契約の確認�

投資顧問業務、投資信託委託業務�

保険代理店業�

１，０００�

１０�

５０�

３０，０００�

１０�

損害保険業�

事業の内容�資本金�
（百万円）�

割合�

■子会社等に関する事項�

７０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

１５％�

０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

０％�

株式等の総数�

社子会社等の�
等に占める当�

所有株式等の�
割合�

GmbH　i．L．　（Immobilieninvestitionen）�

Pacific　Guardian　Life　Insurance　Company，　Limited

Meijiseimei　International　Hong　Kong，　Limited

Meijiseimei　Investment　Singapore　Pte　　Ltd

Meijiseimei　International，　London　Limited

米国ハワイ州ホノルル市�

米国ニューヨーク州ニューヨーク市�

シンガポール共和国シンガポール市�

米国ニューヨーク州ニューヨーク市�

米国デラウェア州ウィルミントン市�

米国デラウェア州ウィルミントン市�



２兆１，５０７億円、資産運用費用は４，１６５億円、事業費は３，１１２億円です。以上により、経常利益は１７９億円と�

（単位：百万円）�

保
険
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
の
状
況
�

１６，８５１，９５３�

７６，０４３�

１７，３２５，３９４�

（注）連結財務諸表は、平成１０年度から作成しています。�

当期純剰余�

総 資 産 額�

３０，０１２� ９６，２６８�

１７，５４０，９７４� １７，１７０，３９４�

１４，７１１�

３，７８２，０６６�

１８６，８０９�

　以上の結果、当期純剰余は１４７億円となりました。�

３，６３９，８７６�経 常 収 益�

経 常 利 益�

項　　目�

１２０，２９６�

■主要な業務の状況を示す指標�

なりました。�

３，２９２，３１７�

１７９，３５８�

３，１６２，８７８�

１７，９８５�

　平成１３年度の日本経済は、年度前半においては、世界経済の低迷のなか、輸出の落ち込みが続き、生�

トワーク株式会社」を設立するなど、共同事業会社のネットワークを活用してのサービス拡充を実現し�
電器産業株式会社、株式会社ディーシーカードが共同出資し、平成１４年３月に「ウェルネスケア・ネッ�
ビスを提供しています。介護分野では、当社、株式会社NTTデータ、日本興亜損害保険株式会社、松下�
ともに、平成１３年１０月には確定拠出年金向けの投資信託商品を設定し、お客さまに多様な資産運用サー�
ドレスナー・アセットマネジメント株式会社が、公的年金を含む国内年金受託額を順調に増加させると�
容とするなど、商品・サービス面の充実にも取り組んでいます。アセットマネジメント分野では、明治�
の総合自動車保険「MAM」を改定し、お客さまのライフスタイルに応じた商品設計をより可能とする内�
とした生損保一体サービスを強化するものであります。なお、明治損害保険では、平成１４年２月に主力�

用収益は４，９２７億円です。一方、経常費用は３兆１，４４８億円となりましたが、このうち、保険金等支払金は�
　この結果、経常収益は３兆１，６２８億円となりました。このうち、保険料等収入は２兆３，０８６億円、資産運�

開始いたしました。募集代理は、当社自身が明治損害保険の損害保険代理店となり、損保販売をはじめ�
は、平成１３年７月より、当社と明治損害保険の間で損害保険業に係る業務の代理（いわゆる募集代理）を�
コア事業としながら、お客さまのニーズに対応する取り組みを行なってまいりました。損害保険分野で�
　このような情勢のなかで、当社グループは、保険・年金、アセットマネジメント、医療・介護保障を�

ことから、内需は低調に推移しました。しかし、年度末にかけては、外需に復調の気配が見え始め、生�
消費の停滞が続き、あわせて、厳しい財政状況下により、経済対策の効果も限定的なものにとどまった�
産も大幅に減少するなど、厳しさが一段と増す展開となりました。また、年度後半も、設備投資や個人�

ました。�

産もようやく下げ止まり傾向となるなど、景気底入れの兆しが出てきました。�

■平成１３年度の事業の概況�

（自平成１０年４月１日�

至平成１１年３月３１日）�

平成１０年度�

至平成１２年３月３１日）�

（自平成１１年４月１日�

平成１１年度�
（自平成１２年４月１日�

至平成１３年３月３１日）�

平成１２年度� 平成１３年度�

至平成１４年３月３１日）�

（自平成１３年４月１日�



金額�

（平成１４年３月３１日現在）�

構成比�金額�金額�

（平成１２年３月３１日現在）�

構成比�

（平成１３年３月３１日現在）�

構成比�構成比�金額�

（平成１４年３月３１日現在）�

構成比�金額�

（平成１３年３月３１日現在）�

金額�

（平成１２年３月３１日現在）�

構成比�

平成１１年度末� 平成１２年度末� 平成１３年度末�平成１３年度末�平成１２年度末�平成１１年度末�

保
険
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
の
状
況
�

■連結貸借対照表� （単位：百万円、％）�

科　　　目�

（負債の部）�

支 払 備 金�

保険契約準備金�

再 保 険 借�

そ の 他 負 債�

退職給与引当金�

代 理 店 借�

社員配当準備金�

責 任 準 備 金�

科　　　目�

（資産の部）�

コ ー ル ロ ー ン�

現金及び預貯金�

有 価 証 券�

金 銭 の 信 託�

買 入 金 銭 債 権�

代 理 店 貸�

不動産及び動産�

貸 付 金�

再評価に係る繰延税金負債�

繰 延 税 金 負 債�

価格変動準備金�

退職給付引当金�

債権売却損失引当金�

偶発損失引当金�

（資本の部）�

少 数 株 主 持 分�

基 金�

（少数株主持分）�

負 債 の 部 合 計�

支 払 承 諾�

そ の 他 資 産�

繰 延 税 金 資 産�

支 払 承 諾 見 返�

貸 倒 引 当 金�

再 保 険 貸� 退職年金引当金�

資 本 の 部 合 計�

評 価 差 額 金�

為替換算調整勘定�

連 結 剰 余 金�

基金償却積立金�

再 評 価 差 額 金�

及び資本の部合計�
負債、少数株主持分�

資 産 の 部 合 計�

再 評 価 積 立 金�

17,540,97416,851,953 100.0 17,170,394100.0 100.0

4,004

△　47,229

493

10,700

237,100

5,477,778

543

1,054,867

43,212

9,554,575

13,929

155,697

1,035,300

259,036 1.5

△62,570

204,819

26,000

△0.4

1.2

0.2

3,919

5,837,916

323

978,685

8,655,254

5.8

0.0

0.0

34.6

51.4

91,830

4,825

301,912

550,000 3.3

0.5

0.0

1.8

1.4 458,583 2.7

△36,165

89,920

513

△0.3

0.0

0.1

△0.2

0.5

0.0

3,071

1,064,278

5,123,246

9,698,337

1,031

6.0

0.0

0.0

31.2

54.5

6.2

0.0

0.0

29.8

56.5

15,042

40,280

207,252

505,0005.9

0.2

0.1

0.9

2.9

0.1

0.2

1.2 92.915,654,521 88.887.915,416,198 15,246,786

0.20.124,756 34,373 37,445 0.2

0.0

100.0

－�

1.9

△0.4

0.4

1.3

0.3

0.2

0.4

0.0

98.0

16,851,953

△59,378

327,362

222,725

－�

289

43,726

60,000

60,000

3,143

26,000

16,521,447

100.0

0.0

3.7

2.0

0.3

100.017,540,974 17,170,394

0.9

2.7

4.8

△0.1△　16,738

847,543

482,297

160,983

4,229

629,531

340,116

58,759

0.0

0.4

0.6

0.0

0.3

96.3

0.0

0.5

0.5

0.3

0.0289

60,711

80,000

80,000

289

66,137

100,000

60,000

0.0

95.1

0.1

4,071

10,700

16,689,360

3,468

16,537,394

513

0.3

0.5

－�

－�

－�

0.0

0.0

3.5

0.5

0.0

84,684

－�

177

－�

－�

586,555

55,031

86,060

3,658

1

0.0

0.4

0.0

0.0

0.8

0.0

6.0

0.0

0.8140,067 144,131

－�

0.0

0.5

0.238,282

90,657

26

－�

2,087

70,386

4,914

27

0.0

5.4

－�

0.0

－�

955,060

－�

－�

3,985

7

1,027,436

－�

－�

3,613

51

－�

－�

69,625

525,914

15,058,980

89,947

486,477

14,839,773

105,351

438,087

14,703,347



支 払 利 息�

経

常

損

益

の

部
�

特

別

損

益

の

部
�

当 期 純 剰 余�

そ の 他 特 別 損 失�
税 金 等 調 整 前 当 期 純 剰 余�

少 数 株 主 利 益�
法 人 税 等 調 整 額�

（ △ は 少 数 株 主 損 失 ）�

法 人 税 及 び 住 民 税 等�

偶 発 損 失 引 当 金 繰 入 額�
価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額�

退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額�
社会厚生事業増進助成金�

退職給付会計基準変更時差異処理額�

不 動 産 圧 縮 損�

保
険
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
の
状
況
�

そ の 他 運 用 費 用�

価 格 変 動 準 備 金 戻 入 額�
貸 倒 引 当 金 戻 入 額�

債権売却損失引当金繰入額�
不 動 産 動 産 等 処 分 損�

特 別 損 失�
そ の 他 特 別 利 益�

事 業 費�
特 別 勘 定 資 産 運 用 損�

不 動 産 動 産 等 処 分 益�
特 別 利 益�
経 常 利 益�
そ の 他 経 常 費 用�

特 別 勘 定 資 産 評 価 損�
金 融 派 生 商 品 費 用�
為 替 差 損�

賃貸用不動産等減価償却費�
貸 付 金 償 却�
貸 倒 引 当 金 繰 入 額�

金 銭 の 信 託 運 用 損�

有 価 証 券 償 還 損�
有 価 証 券 評 価 損�
有 価 証 券 売 却 損�
売買目的有価証券運用損�

（単位：百万円、％）�

（平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日まで）�科　　　　目�

そ の 他 返 戻 金 等�
責 任 準 備 金 等 繰 入 額�

責 任 準 備 金 繰 入 額�

資 産 運 用 費 用�
社員配当金積立利息繰入額�

支 払 備 金 繰 入 額�

経 常 費 用�
保 険 金 等 支 払 金�

給 付 金�
年 金�

解 約 返 戻 金�

保 険 金�

金　　　　額�

有 価 証 券 売 却 益�
有 価 証 券 償 還 益�

そ の 他 運 用 収 益�
為 替 差 益�

そ の 他 経 常 収 益�

特 別 勘 定 資 産 評 価 益�

経 常 収 益�

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入�
資 産 運 用 収 益�

金 銭 の 信 託 運 用 益�

保 険 料 等 収 入�

金　　　　額�百分比� 金　　　　額�百分比�

平成１１年度�
（平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日まで）�

■連結損益計算書�
平成１２年度�

（平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで）�
平成１３年度�

百分比�

2,323,084

693,363

2,827

30,490

263,931

3,707
－�

2,607

462,054
765,618

456,117

－�

8,425
1,379

97,038

－�
－�

408,226
515,069
2,321,130

361,476

－�
112,512

8,609
2,053
－�
0

369,606
492,781
2,308,620

3,782,066 100.0 3,292,317 100.0100.0 3,162,878

283,931
304,626

－�
6,858

14,210

11,568
－�

9,681

－�
9,275

158,241

44,760
144,959

－�
－�

985

581,896

400,539

12,492

5,060
6,413
1,019

502,735
534,990

110,118

2,593,666
863,925

20,588

282,538
319,562
24,870

11,296
4,647

19,302

－�
－�

－�

2,708

45,979
15,219

11,393

－�

－�

326,786

156,007
2,238

22,474
20,236

－�

547,003
654,861

120,512

2,332,375
683,212

14,809

311,255
51,538

249,699

－�

－�
13,209

12
7,882

11,668

2,338

2,096
4,957

－�

86,816
221,231

268,139
16,612
15,361

－�

416,562
1,250

2,150,762
641,709
140,300
472,500
628,112

3,595,256 　95.1 3,112,958 99.4　94.6 3,144,892

160

－�
－�

6,537
6,697

186,809
　　0.2
　　4.9 179,358

10,502
　　5.4
　　0.3 37,976

17,985 0.6
1.2

5,570

4,708
223

－�
13,007
20,350

－�
4,618

133,302 　　3.5 76,386 　　2.3 66,298 2.1

250
－�

53,934
624
3

－�
5,222

－�

13,769
296

5,439
123
702
－�

－�
0

13,753
9,205

－�

－�
4,914

246

－�
804

73,267 56,055 37,374

76,043 　　2.0 96,268

60,204

171

△26,310
10,301 　　0.3

　　0.0

－�

　　1.6
37,483

△20,925

647

113,473

　　2.9 14,711 0.5

　　1.1

　　0.0

－�

　　3.4
16,614

△278

△41,383

△10,336
0.5

－�

－�

－�



（平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで）�

平成１２年度� 平成１３年度�

（平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日まで）�

保
険
会
社
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
の
状
況
�

（単位：百万円）�

科　　　　目�

■連結キャッシュ・フロー計算書�

　　　税金等調整前当期純剰余�
　　　賃貸用不動産等減価償却費�

　　　責任準備金の増加額�
　　　支払備金の増加額�

　　　社員配当準備金積立利息繰入額�

　　　減価償却費�

　　　偶発損失引当金の増加額�
　　　退職給付引当金の増加額�

　　　価格変動準備金の増加額�
　　　利息及び配当金等収入�
　　　有価証券関係損益�

　　　貸倒引当金の増加額�

　　　為替差損益�
　　　不動産動産関係損益�
　　　持分法による投資損益�
　　　代理店貸の増加額�
　　　再保険貸の増加額�

　　　その他�

　　　再保険借の増加額�

　　　　　　　　　　　小　　　　計�
　　　利息及び配当金等の受取額�

　　　代理店借の増加額�
　　　その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）の増加額�

　　　その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）の増加額�

　　　支払利息�

Ⅰ�　営業活動によるキャッシュ・フロー�

　　　その他�

Ⅱ�

　　　社員配当金の支払額�

　　　法人税等の支払額�
　　営業活動によるキャッシュ・フロー�
　投資活動によるキャッシュ・フロー�

　　　買入金銭債権の取得による支出�

　　　金銭の信託の増加による支出�
　　　金銭の信託の減少による収入�
　　　有価証券の取得による支出�
　　　有価証券の売却・償還による収入�
　　　貸付けによる支出�

　　　買入金銭債権の売却・償還による収入�

Ⅱ�＋�①）�（�Ⅰ�
Ⅱ�

　　　その他�

　　　�
　　　不動産及び動産の売却による収入�
　　　不動産及び動産の取得による支出�

Ⅲ�
　　　借入れによる収入�
　　　借入金の返済による支出�
　　　基金の募集による収入�
　　　基金の償却による支出�

　財務活動によるキャッシュ・フロー�
　　投資活動によるキャッシュ・フロー�

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の売却による収入�

①　小　　　　計�

　　　貸付金の回収による収入�

　　　その他�

Ⅵ�

Ⅴ�

Ⅳ�

　現金及び現金同等物期首残高�
　現金及び現金同等物の増加額�
　現金及び現金同等物に係る換算差額�

　　財務活動によるキャッシュ・フロー�

Ⅷ�

（現金及び現金同等物の範囲）�

　現金及び現金同等物期末残高�
Ⅶ�

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。�

　除外連結子会社及び子法人等の現金及び現金同等物期末残高�

　　　基金利息の支払額�

　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の�

　　　利息の支払額�
△162,116

－� △227

1,194,099
△479,396

2,450
712,252

△21,092

1,194,099

340,959

－�
853,140

187
19,404

615

△152,665313,693

△478,179

△182,674

△444,959

△678

△21,577

△20,000

21,392

149,425

40,000

△518
△20,000

－�
△76

－�
439,851

113,121
△231,883

558,613

－�

30

△1,194,152

△2,261,054
1,622,247

△263,316

1,543,744

237,024

23,213

19,259
△47,690

2,871,884

1,547,721
△1,190,032

112,973
△3,012,951

△75,748

△11,880
　2,955

△12,019
△118,484

△66

－�

－�

113,473 △10,336

△1,379 △2,053

△2,471
△129,040

△198,112
13,117

396,574

26,691
△372

△707

△488

18,424

　　　326

△327,041

△2,578
385,337

23,866
16,225

46,930
　　　　　5

△85

△39
△220

53,559

44

933

△30

△369,606

△141,156

2,338

△11,064

△20,350

237,589

4,914
4,063

1,250

15,361

11,668
21,657

△1,023

△408,226

　2,708
　3,079

　5,973
－�

　2,238
△15,340

△222,272

　21,540
20,322

　11,296

(△425,700)(440,128)



保
険
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社
お
よ
び
そ
の
子
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社
等
の
状
況
�

平成１３年度�平成１１年度� 平成１２年度�

（平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで）�（平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日まで）� （平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日まで）�

（単位：百万円）�■連結剰余金計算書�

連結剰余金期首残高�

再評価差額金取崩額�

社 員 配 当 準 備 金�

新規連結による減少高�

連 結 剰 余 金 減 少 高�

当 期 純 剰 余�

役 員 賞 与 金�

基 金 利 息�

連結除外による減少高�

基 金 償 却 積 立 金�

連結剰余金期末残高�

平成１３年度の監査報告書は以下のとおりです。�
当社は、連結財務諸表について、会計監査人の監査を受けています。�

■連結財務諸表についての会計監査人の監査報告�

会計監査人の監査報告書謄本�

科　　　目�

平成１４年５月２４日�

監　査　報　告　書�

　公認会計士�

代表社員　公認会計士�

代表社員�

関与社員　公認会計士�

関与社員　公認会計士�

関与社員�

朝　日　監　査　法　人�

明治生命保険相互会社�

　社　長　金　子　亮太郎　殿�

関係はない。�

　会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害�

及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。�

平成１４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績�

　よって、当監査法人は、上記の連結財務諸表が明治生命保険相互会社及び連結子会社の�

成８年大蔵省令第５号）の定めるところに準拠しているものと認められた。�

て継続して適用されており、また、連結財務諸表の表示方法は、「保険業法施行規則」（平�

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従っ�

　監査の結果、連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に�

通常実施すべき監査手続を実施した。�

　この監査に当たって当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、�

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュ・フロー�

の平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな�

　当監査法人は、保険業法第１１０条第２項の規定により作成された明治生命保険相互会社�

計算書について監査を行った。�

以上�

変更するとともに、様式を一部変更して記載しています。�
（注）当誌では、上記監査報告書の監査対象となった連結財務諸表の内容をよりご理解いただけるよう、当社の判断に基づき、記載内容を一部追加・�
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■連結財務諸表の作成方針�

保証株式会社、明生システ�
生命保険代理社、明生信用�
子法人等は、株式会社明治�
　連結される子会社および�
法人等数　１１社�

害保険株式会社、�
ジメント株式会社、明治損�
ドレスナー・アセットマネ�
ムサービス株式会社、明治�

　連結される子会社および�
子法人等は、株式会社明治�
生命保険代理社、明生信用�
保証株式会社、明生システ�

治損害保険株式会社、�

ムサービス株式会社、明治�
ドレスナー・アセットマネ�
ジメント株式会社、明治ド�
レスナー投信株式会社、明�

法人等数　１２社�

ります。�
　非連結の子会社および子�

ネスサービス株式会社であ�
よび子法人等は、明生ビジ�
　主要な非連結の子会社お�

であります。�

ネスサービス株式会社であ�

であります。�
　主要な非連結の子会社お�
よび子法人等は、明生ビジ�

連結される子会社および子� 連結される子会社および子�１．連結の範囲に関する事項� 連結される子会社および子�

であります。�
　主要な非連結の子会社お�
よび子法人等は、明生ビジ�
ネスサービス株式会社であ�

　非連結の子会社および子�
法人等は、総資産、売上高、�

ります。�

法人等数　９社�
　連結される子会社および�
子法人等は、株式会社明治�
生命保険代理社、明生シス�
テムサービス株式会社、明�
治ドレスナー・アセットマ�
ネジメント株式会社、明治�
損害保険株式会社、�

げない程度に重要性が乏し�
に関する合理的な判断を妨�
集団の財政状態と経営成績�
ぞれ小規模であり、当企業�
点からみて、いずれもそれ�
当期損益および剰余金の観�

　持分法適用の関連法人等�（�１�）�

いております。�
いため、連結の範囲から除�

２．持分法の適用に関する事項�

法人等は、総資産、売上高、�

ぞれ小規模であり、当企業�
点からみて、いずれもそれ�
当期損益および剰余金の観�

　非連結の子会社および子�

　持分法適用の関連法人等�（�１�）�

げない程度に重要性が乏し�
いため、連結の範囲から除�

に関する合理的な判断を妨�
集団の財政状態と経営成績�

いております。�

　　会社名　明治生命リー�

　持分法を適用していない�（�２�）�
非連結の子会社および子�

ス株式会社�

数　１社�

ービス株式会社ほか）な�
らびに関連法人等（三菱�
アセット・ブレインズ株�
式会社ほか）については、�
それぞれ連結損益および�

法人等（明生ビジネスサ�

数　１社�

式会社�
　　会社名　明生リース株�

非連結の子会社および子�
　持分法を適用していない�（�２�）�

それぞれ連結損益および�
式会社ほか）については、�
アセット・ブレインズ株�
らびに関連法人等（三菱�
ービス株式会社ほか）な�
法人等（明生ビジネスサ�

としても重要性がないた�
め、持分法を適用してお�

が軽微であり、かつ全体�

りません。�りません。�
め、持分法を適用してお�
としても重要性がないた�
が軽微であり、かつ全体�

連結剰余金に及ぼす影響�連結剰余金に及ぼす影響� 連結剰余金に及ぼす影響�
が軽微であり、かつ全体�
としても重要性がないた�
め、持分法を適用してお�
りません。�

数　１社�
　　会社名　明治生命リー�
ス株式会社�

　持分法を適用していない�（�２�）�
非連結の子会社および子�
法人等（明生ビジネスサ�
ービス株式会社ほか）な�
らびに関連法人等（三菱�
アセット・ブレインズ株�
式会社ほか）については、�
それぞれ連結損益および�

　持分法適用の関連法人等�（�１�）�

点からみて、いずれもそれ�
ぞれ小規模であり、当企業�
集団の財政状態と経営成績�
に関する合理的な判断を妨�
げない程度に重要性が乏し�
いため、連結の範囲から除�
いております。�

ります。� 法人等は、総資産、売上高、�当期損益および剰余金の観�

（USA），　Inc．　�
Inc．、Meijiseimei　Properties
Meijiseimei　Realty（USA），　�
（Immobilieninvestitionen）、�
Property　Germany　GmbH
Property　U．K．　Ltd．、Meijiseimei
America　Inc．、Meijiseimei　�

Guardian　Life　Insurance　Co．，�
Ltd．、Meijiseimei　Realty　of
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seimei　Property　Germany　GmbH

Inc．、Meijiseimei　Properties

Ltd．、Meijiseimei　Realty　of

Meijiseimei　Realty　（USA），�
（Immobilieninvestitionen）、�

Property　U．K．　Ltd．、Meiji－�
America　Inc．、Meijiseimei　�

Pacific

Inc．�

Guardian　Life　Insurance　�

Property　Germany　GmbH　�
（Immobilieninvestitionen）、�
Meijiseimei　Realty（USA），Inc．、�
Meijiseimei　Properties（USA），�
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Property　U．K．　Limited、Meijiseimei　�
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の決算財務諸表を使用し、�
成にあたっては、同日現在�
ります。連結財務諸表の作�
社の決算日は１２月３１日であ�
子法人等のうち、在外子会�

ります。�ります。�
結上必要な調整を行ってお�
重要な取引については、連�
連結決算日との間に生じた�

　　連結される子会社および�

等の事業年度等に関する事項�

ります。�

　連結される子会社の資産�

結上必要な調整を行ってお�
重要な取引については、連�
連結決算日との間に生じた�
の決算財務諸表を使用し、�
成にあたっては、同日現在�
ります。連結財務諸表の作�
社の決算日は１２月３１日であ�
子法人等のうち、在外子会�

価評価法によっております。�
の評価については、全面時�

　連結剰余金計算書は、連�

　連結調整勘定は発生して�
おりません。�

おります。�
益処分に基づいて作成して�
結会計年度中に確定した利�

ております。�
する事項�

項�

おります。�

る事項�
益処分に基づいて作成して�
結会計年度中に確定した利�
　連結剰余金計算書は、連�

に全額償却しております。�
　連結調整勘定は発生年度�

は、全面時価評価法によっ�
および負債の評価について�等の資産および負債の評価に関� 子法人等の資産および負債�

■注記事項�

６．利益処分項目等の取扱いに関す�

５．連結調整勘定の償却に関する事�

４．連結される子会社および子法人�

　連結される子会社および�　連結される子会社および�３．連結される子会社および子法人� 　連結される子会社および�

子法人等の資産および負債�

おります。�
益処分に基づいて作成して�
結会計年度中に確定した利�
　連結剰余金計算書は、連�

おりません。�
　連結調整勘定は発生して�

価評価法によっております。�
の評価については、全面時�

　連結される子会社および�

結上必要な調整を行ってお�
重要な取引については、連�
連結決算日との間に生じた�
の決算財務諸表を使用し、�
成にあたっては、同日現在�
ります。連結財務諸表の作�
社の決算日は１２月３１日であ�
子法人等のうち、在外子会�

よび評価方法は次のとおりであります。�
　　取引所の相場のある有価証券のうち、�（�１�）�
株式、外国証券（円貨建外国債券を除く）、�

価法によっております。�
　　保険業法第１１８条の規定による特別勘定�（�２�）�

換社債、新株引受権付社債、金銭の信託�
を構成する有価証券の評価は、移動平均�

有価証券の評価は、移動平均法による原�
　また、上記以外の取引所の相場のある�
法による低価法によっております。�

その他の証券および外貨建国内債券、転�

第２条の２第２項に規定する子法人等の�
に規定する子会社および保険業法施行令�
び関連会社株式（保険業法第２条第１３項�
よる償却原価法（定額法）、子会社株式及�
保有目的の債券については移動平均法に�
買目的有価証券については時価法、満期�
している有価証券を含む）の評価は、売�
金銭の信託において信託財産として運用�
債権のうち有価証券に準じるものおよび�
　有価証券（現金及び預貯金・買入金銭�
よび評価方法は次のとおりであります。�

１．親会社の保有する有価証券の評価基準お�

ております。�

うち、株式および外国証券に含まれる外国�
株式の評価は、個人保険の特別勘定およ�

価により、その他の団体年金保険の特別�
勘定にあっては、移動平均法による低価�

法および保険業法第１１９条の規定による時�
勘定にあっては、移動平均法による低価�
び団体年金保険の年金福祉事業団の特別�

引所の相場のある有価証券の評価は、移�
　また、特別勘定に属する上記以外の取�

動平均法による原価法によっております。�

法によっております。�

動平均法による原価法、その他有価証券�
等が発行する株式をいう）については移�

法によっております。�
２．親会社のデリバティブ取引の評価は時価�

により処理しております。�
の評価差額については、全部資本直入法�
よっております。なお、その他有価証券�
券については移動平均法による原価法に�
償却原価法（定額法）、それ以外の有価証�
券を含む）については移動平均法による�
利調整差額と認められる公社債（外国債�
時価のないものについては取得差額が金�
のうち時価のあるものについては時価法、�

うち子会社を除いたものおよび関連法人�に属する取引所の相場のある有価証券の�

１．親会社の保有する有価証券の評価基準お�

月３１日�

方法�方法�

き、事業用の土地の再評価を行っており�
成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づ�

繰延税金負債」として負債の部に計上し、�

　　　同法律第３条第３項に定める再評価の�

　　　再評価を行った年月日　　平成１２年３�
として資本の部に計上しております。�
これを控除した金額を「再評価差額金」�

差額に係る税金相当額を「再評価に係る�
ます。なお、評価差額については、評価�

　月３１日�

３．親会社は土地の再評価に関する法律（平� ３．親会社は土地の再評価に関する法律（平�
成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、�
事業用の土地の再評価を行っております。�

係る税金相当額を「再評価に係る繰延税�
金負債」として負債の部に計上し、これ�
を控除した金額を「再評価差額金」とし�
て資本の部に計上しております。�

　　　再評価を行った年月日　　平成１２年３�

　　　同法律第３条第３項に定める再評価の�

なお、評価差額については、評価差額に�

２第２項に規定する子法人等のうち子会�

全部資本直入法により処理しております。�
２．デリバティブ取引の評価は時価法によっ�

社を除いたものおよび関連法人等が発行�
する株式をいう）については移動平均法�
による原価法、その他有価証券のうち時�
価のあるものについては３月末日の市場�
価格等に基づく時価法（売却原価の算定�
は移動平均法）、時価のないものについて�
は取得差額が金利調整差額と認められる�
公社債（外国債券を含む）については移�
動平均法による償却原価法（定額法）、そ�
れ以外の有価証券については移動平均法�
による原価法によっております。なお、�
その他有価証券の評価差額については、�

１．親会社の保有する有価証券の評価基準お�
よび評価方法は次のとおりであります。�
　有価証券（現金及び預貯金・買入金銭�
債権のうち有価証券に準じるものおよび�
金銭の信託において信託財産として運用�
している有価証券を含む）の評価は、売�
買目的有価証券については時価法（売却�
原価の算定は移動平均法）、満期保有目的�
の債券については移動平均法による償却�
原価法（定額法）、子会社株式及び関連会�
社株式（保険業法第２条第１２項に規定す�
る子会社および保険業法施行令第２条の�

連結貸借対照表関係�
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△４８，５６７百万円�

ります。�

△１９，４３４百万円�

ります。�

償却の方法は、建物については定額法に�

貨への換算は、外貨建短期金銭債権債務�

より、動産については定率法によってお�

４．親会社の保有する不動産及び動産の減価�
償却の方法は、建物については定額法に�
より、動産については定率法によってお�

５．親会社の採用する外貨建資産等の本邦通�
貨への換算について、外貨建資産・負債�

成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２�
条第１号に定める「地価公示法の規定�
により公示された価格」に奥行補正等�
の合理的な調整を行って算定�

価の合計額と当該事業用土地の再評価後�
の帳簿価額の合計額との差額�

同法律第１０条に定める再評価を行った事�
業用土地の当連結会計年度末における時�

ります。�

おります。�

び外貨建長期金銭債権債務は、取得時ま�
たは発生時の為替相場により円換算して�

　なお、法人税法に規定する為替相場の�
著しい変動がある、取引所の相場のない�
外貨建公社債および外貨建長期金銭債権�

取引所の相場のない外貨建有価証券およ�

円換算しております。�

月中の平均為替相場が決算時の為替相場�
を下回る場合は決算時の為替相場により�

基準および償却・引当基準に則り、次の�
とおり計上しております。破産、和議等�

により円換算しております。ただし、３�
債務については、３月中の平均為替相場�

は、決算日の為替相場により円換算して�
おります。なお、子会社株式及び関連会�
社株式は、取得時の為替相場により円換�
算しております。�

６．親会社の貸倒引当金は、資産の自己査定�
基準および償却・引当基準に則り、次の�
とおり計上しております。破産、民事再�

（子会社株式及び関連会社株式は除く）�は、決算時の為替相場により円換算し、�

４．親会社の貸倒引当金は、資産の自己査定�

２．親会社の保有する不動産及び動産の減価�

３．親会社の採用する外貨建資産等の本邦通�

　土地の再評価に関する法律施行令（平� 　土地の再評価に関する法律施行令�

により円換算しております。なお、子会�

とおり計上しております。破産、民事再�
基準および償却・引当基準に則り、次の�

６．親会社の貸倒引当金は、資産の自己査定�

替相場により円換算しております。�
社株式及び関連会社株式は、取得時の為�

会社株式は除く）は、決算日の為替相場�
５．外貨建資産・負債（子会社株式及び関連�

より、動産については定率法によってお�
償却の方法は、建物については定額法に�

４．親会社の保有する不動産及び動産の減価�

の帳簿価額の合計額との差額�
価の合計額と当該事業用土地の再評価後�
業用土地の当連結会計年度末における時�
同法律第１０条に定める再評価を行った事�
正等の合理的な調整を行って算定�
規定により公示された価格」に奥行補�
第２条第１号に定める「地価公示法の�
（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）�

に対する債権および実質的に経営破綻に�
陥っている債務者（以下「実質破綻先」�

ている債務者（以下「破綻先」という）�

を控除し、その残額を計上しております。�
見込額および保証による回収可能見込額�
直接減額後の債権額から担保の回収可能�
という）に対する債権については、下記�

から担保の回収可能見込額および保証に�

断し必要と認める額を計上しております。�
のうち、債務者の支払能力を総合的に判�
よる回収可能見込額を控除し、その残額�

いう）に対する債権については、債権額�
められる債務者（以下「破綻懸念先」と�
今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認�
また、現状、経営破綻の状況にはないが、�

発生している債務者（以下「破綻先」と�
いう）に対する債権および実質的に経営�
破綻に陥っている債務者（以下「実質破�
綻先」という）に対する債権については、�
下記直接減額後の債権額から担保の回収�
可能見込額および保証による回収可能見�
込額を控除し、その残額を計上しており�
ます。また、現状、経営破綻の状況には�
ないが、今後経営破綻に陥る可能性が大�
きいと認められる債務者（以下「破綻懸念�
先」という）に対する債権については、債�
権額から担保の回収可能見込額および保�
証による回収可能見込額を控除し、その�
残額のうち、債務者の支払能力を総合的�
に判断し必要と認める額を計上しており�

計上しております。�

おります。�
倒実績率を債権額に乗じた額を計上して�
期間における貸倒実績等から算出した貸�

特別措置法第５５条の２の海外投資等損失�
失見込額を特定海外債権引当勘定（租税�
国の政治経済情勢等に起因して生ずる損�
　なお、特定海外債権については、対象�

いて上記の引当を行っております。�
果を監査しており、その査定結果に基づ�
当該部署から独立した監査部署が査定結�
に基づき、関連部署が資産査定を実施し、�
　すべての債権は、資産の自己査定基準�

綻先に対する担保・保証付貸付金等につ�
　なお、親会社は、破綻先および実質破�

準備金を含む）として計上しております。�

上しております。�

の一定期間における貸倒実績等から算出�
した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計�

　　　なお、特定海外債権については、対象�
国の政治経済情勢等に起因して生ずる損�
失見込額を特定海外債権引当勘定（租税�
特別措置法第５５条の２の海外投資等損失準�
備金を含む）として計上しております。�

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準�
に基づき、関連部署が資産査定を実施し、�
当該部署から独立した資産監査部署が査�
定結果を監査しており、その査定結果に�
基づいて上記の引当を行っております。�

　　　なお、親会社は、破綻先および実質破�
綻先に対する担保・保証付貸付金等につ�

ます。上記以外の債権については、過去�上記以外の債権については、過去の一定�

万円であります。�

おります。�

債権額から直接減額しており、その金額�
を控除した残額を取立不能見込額として�
保証等による回収が可能と認められる額�

は２７，５３７百万円であります。�

保証等による回収が可能と認められる額�
を控除した残額を取立不能見込額として�
債権額から直接減額しており、その金額�

上しております。�

７．親会社の退職給付引当金は、従業員の退�
職給付に備えるため、退職給付に係る会�
計基準（「退職給付に係る会計基準の設定�
に関する意見書」平成１０年６月１６日企業�
会計審議会）に基づき、当連結会計年度�
末において発生したと認められる額を計�

は２８，４５３百万円であります。�

いては、債権額から担保の評価額および� いては、債権額から担保の評価額および� 残額を取立不能見込額として債権額から�

いて発生したと認められる額を計上して�
議会）に基づき、当連結会計年度末にお�
る意見書」平成１０年６月１６日企業会計審�
（「退職給付に係る会計基準の設定に関す�
備えるため、退職給付に係る会計基準�

７．退職給付引当金は、従業員の退職給付に�

直接減額しており、その金額は２３，１３０百�

いては、過去の一定期間における貸倒実�

る回収が可能と認められる額を控除した�
権額から担保の評価額および保証等によ�
る担保・保証付貸付金等については、債�
　なお、破綻先および実質破綻先に対す�
基づいて上記の引当を行っております。�
定結果を監査しており、その査定結果に�
当該部署から独立した資産監査部署が査�
に基づき、関連部署が資産査定を実施し、�
　すべての債権は、資産の自己査定基準�

失見込額を特定海外債権引当勘定として�
国の政治経済情勢等に起因して生ずる損�
　なお、特定海外債権については、対象�
乗じた額を計上しております。�
績等から算出した貸倒実績率を債権額に�

計上しております。上記以外の債権につ�
能力を総合的に判断し必要と認める額を�
控除し、その残額のうち、債務者の支払�
込額および保証による回収可能見込額を�
ついては、債権額から担保の回収可能見�
きいと認められる債務者に対する債権に�
ないが、今後経営破綻に陥る可能性が大�
ます。また、現状、経営破綻の状況には�
込額を控除し、その残額を計上しており�
可能見込額および保証による回収可能見�
下記直接減額後の債権額から担保の回収�
綻先」という）に対する債権については、�
破綻に陥っている債務者（以下「実質破�
いう）に対する債権および実質的に経営�
発生している債務者（以下「破綻先」と�
生等、法的・形式的な経営破綻の事実が�法的・形式的な経営破綻の事実が発生し� 生等、法的・形式的な経営破綻の事実が�
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ものであります。�

す。�

す。�
期純剰余は５１，４９９百万円減少しておりま�
経常利益は２，４３４百万円増加し、税引前当�
　この変更により、従来の方法に比べて、�
を計上する方法に変更いたしました。�
したが、当年度より期末要支給額の１００％�
要支給額の４０％相当額を計上しておりま�

るものであります。�
㈱共同債権買取機構へ売却した債権に係�
の規定に基づく引当金であり、親会社が�

する年金の支払に備えて、年金給付現価�
総額を計上しております。�

ものであります。�

９．債権売却損失引当金は、商法第２８７条の２�
の規定に基づく引当金であり、株式会社�
共同債権買取機構へ売却した債権に係る�

職給与引当金および退職年金引当金は、�
退職給付引当金に含めて計上しておりま�

ております。�

算出した額を計上しております。�
準備金は、保険業法第１１５条の規定により�

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会�
のファイナンス・リース取引について、�
が借主に移転すると認められるもの以外�

計処理によっております。�

および子法人等は、リース物件の所有権�

１０．親会社および明治損害保険株式会社の価�
格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定�
により算出した額を計上しております。�

１１．親会社ならびに国内の連結される子会社�
および子法人等は、リース物件の所有権�
が借主に移転すると認められるもの以外�
のファイナンス・リース取引について、�
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会�
計処理によっております。�

１２．親会社のヘッジ会計の方法は、「金融商品�
に係る会計基準の設定に関する意見書」�
（企業会計審議会　平成１１年１月２２日）�

９．親会社ならびに国内の連結される子会社�

８．親会社および明治損害保険㈱の価格変動�

６．退職年金引当金は、親会社の役職員に対�

７．債権売却損失引当金は、商法第２８７条ノ２�

５．親会社の退職給与引当金は、従来、期末� ８．親会社は当連結会計年度より、従来の退�

定に基づく引当金であり、債権流動化等�

審議会　平成１１年１月２２日）に従い、主�
計基準の設定に関する意見書」（企業会計�

１２．ヘッジ会計の方法は、「金融商品に係る会�
計処理によっております。�
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会�
のファイナンス・リース取引について、�
が借主に移転すると認められるもの以外�
および子法人等は、リース物件の所有権�

１１．親会社ならびに国内の連結される子会社�
により算出した額を計上しております。�
格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定�

１０．親会社および明治損害保険株式会社の価�

見積もり、必要と認められる額を計上し�
に伴い将来発生する可能性のある損失を�

９．偶発損失引当金は、商法第２８７条の２の規�

共同債権買取機構へ売却した債権に係る�
の規定に基づく引当金であり、株式会社�

８．債権売却損失引当金は、商法第２８７条の２�

います。�おります。�

４８号）�

立金については次の方法により計算して�

　　標準責任準備金の対象とならない契�（�２�）�

は、内閣総理大臣および大蔵大臣が�
定める方式（平成８年大蔵省告示第�

　　標準責任準備金の対象契約について�（�１�）�

の規定に基づく準備金であり、保険料積�
１３．親会社の責任準備金は、保険業法第１１６条�

おります。�

　　　　標準責任準備金の対象とならない契�（�２�）�

　　　　標準責任準備金の対象契約について�（�１�）�

　　８年大蔵省告示第４８号）�
　　は内閣総理大臣が定める方式（平成�

立金については次の方式により計算して�
の規定に基づく準備金であり、保険料積�

特例処理を行っております。�
ュフローのヘッジとして金利スワップの�

上しております。�

ります。�

り行っております。�

うち、税法に定める繰延消費税等につい�
だし、資産に係る控除対象外消費税等の�
処理は、税抜方式によっております。た�

す。�

り行っております。�

却し、繰延消費税等以外のものについて�

法は、利用可能期間に基づく定額法によ�

は、発生事業年度に費用処理しておりま�

ては、前払費用に計上し５年間で均等償�

１４．親会社の危険準備積立金は、保険業法施�

上しております。�

処理は、税抜方式によっております。た�
だし、資産に係る控除対象外消費税等の�

１５．親会社の消費税および地方消費税の会計�

り行っております。�

１６．自社利用のソフトウェアの減価償却の方�
法は、利用可能期間に基づく定額法によ�

ては、前払費用に計上し５年間で均等償�

は、発生年度に費用処理しております。�
却し、繰延消費税等以外のものについて�

うち、税法に定める繰延消費税等につい�

行規則附則第１１条第２項の規定により計�

　　約については、平準純保険料式�約については、平準純保険料式�

１３．親会社および明治損害保険㈱の貸倒引当�

１２．自社利用のソフトウエアの減価償却の方�

１１．親会社の消費税および地方消費税の会計�

１０．親会社の責任準備金は、保険業法第１１６条�

上しておりましたが、保険業法施行規則�

ます。なお、評価差額については、評価�

成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づ�
き、事業用の土地の再評価を行っており�

部に計上することといたしました。�
の改正にともない、当年度より、資産の�

繰延税金負債」として負債の部に計上し、�

として資本の部に計上しております。�
これを控除した金額を「再評価差額金」�

差額に係る税金相当額を「再評価に係る�

１４．親会社は土地の再評価に関する法律（平�

金は、従来、貸借対照表の負債の部に計�

約については、平準純保険料式�
１４．親会社の危険準備積立金は、保険業法施�
行規則附則第１１条第２項の規定により計�

１５．親会社の消費税および地方消費税の会計�
処理は、税抜方式によっております。た�
だし、資産に係る控除対象外消費税等の�
うち、税法に定める繰延消費税等につい�
ては、前払費用に計上し５年間で均等償�
却し、繰延消費税等以外のものについて�
は、発生連結会計年度に費用処理してお�

１６．自社利用のソフトウェアの減価償却の方�
法は、利用可能期間に基づく定額法によ�

ッジとして時価ヘッジを行っております。�

較する比較分析によっております。�
ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比�
なお、時価ヘッジの有効性の判定には、�

１３．親会社の責任準備金は、保険業法第１１６条�
の規定に基づく準備金であり、保険料積�
立金については次の方式により計算して�

　　　　標準責任準備金の対象契約について�（�１�）�
は内閣総理大臣が定める方式（平成�
８年大蔵省告示第４８号）�

　　　　標準責任準備金の対象とならない契�（�２�）�

行い、外貨建債券の為替変動リスクのヘ�
ヘッジとして金利スワップの特例処理を�

に従い、主に、貸付金に対するキャッシ� に、貸付金に対するキャッシュフローの�
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平成１３年度�（平成１４年３月３１日現在）�（平成１３年３月３１日現在）�平成１２年度�平成１１年度�（平成１２年３月３１日現在）�

３１日�

方法�

第２条第１号に定める「地価公示法�
の規定により公示された価格」に奥�

　土地の再評価に関する法律施行令�
（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）�

同法律第３条第３項に定める再評価の�

定�

ります。�

３ヵ月以上延滞債権および貸付条件緩和�
債権の額は１１７，９２２百万円であります。な�
お、それぞれの内訳は以下のとおりであ�

　貸付金のうち、破綻先債権額は６５６百万�

行補正等の合理的な調整を行って算�

１７．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権お�

であります。�

万円であります。�

　　　貸付金のうち、破綻先債権額は３，３３６百�

　　　なお、それぞれの内訳は以下のとおり�

よび貸付条件緩和債権の額は、４４，１５９百�

ます。�す。�

息の支払の遅延が相当期間継続している�
ことその他の事由により元金または利息�
の取立てまたは弁済の見込みがないもの�

（貸倒償却を行った部分を除く。以下�
として未収利息を計上しなかった貸付金�

　なお、破綻先債権とは、元金または利�

に掲げる事由または同項第４号に規定す�
る事由が生じている貸付金であります。�
　また、延滞債権とは、未収利息不計上�
貸付金であって、破綻先債権および債務�
者の経営再建または支援を図る事を目的�

ち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７�
号）第９６条第１項第３号のイからホまで�

「未収利息不計上貸付金」という）のう�

に掲げる事由または同項第４号に規定す�
る事由が生じている貸付金であります。�

者の経営再建または支援を図ることを目�
貸付金であって、破綻先債権および債務�
　また、延滞債権とは、未収利息不計上�

ち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７�
号）第９６条第１項第３号のイからホまで�

ことその他の事由により元金または利息�
息の支払の遅延が相当期間継続している�

　　　なお、破綻先債権とは、元金または利�

「未収利息不計上貸付金」という）のう�
（貸倒償却を行った部分を除く。以下�
として未収利息を計上しなかった貸付金�
の取立てまたは弁済の見込みがないもの�

万円、延滞債権額は１８，２３２百万円であり�円、延滞債権額は４５，２４８百万円でありま� ます。�

１５．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、�

再評価を行った年月日　平成１２年３月�

　　なお、破綻先債権とは、元金または利�
息の支払の遅延が相当期間継続している�
ことその他の事由により元金または利息�
の取立てまたは弁済の見込みがないもの�
として未収利息を計上しなかった貸付金�
（貸倒償却を行った部分を除く。以下�
「未収利息不計上貸付金」という）のう�
ち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７�
号）第９６条第１項第３号のイからホまで�
に掲げる事由または同項第４号に規定す�
る事由が生じている貸付金であります。�
　また、延滞債権とは、未収利息不計上�
貸付金であって、破綻先債権および債務�
者の経営再建または支援を図ることを目�
的として利息の支払を猶予した貸付金以�

１７．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権お�
よび貸付条件緩和債権の額は、２９，０１８百�
万円であります。なお、それぞれの内訳�
は以下のとおりであります。�
　貸付金のうち、破綻先債権額は１，２５１百�
万円、延滞債権額は１６，４８４百万円であり�

の貸付金であります。�
　貸付金のうち、３ヵ月以上延滞債権額�

または利息の支払が、約定支払日の翌日�
　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元金�
は３，０６３百万円であります。�

貸付金で破綻先債権および延滞債権に該�
を起算日として３ヵ月以上延滞している�

に有利となる取決めを行ったもので、破�

として、金利の減免、利息の支払猶予、�
の経営再建または支援を図ることを目的�
　なお、貸付条件緩和債権とは、債務者�

　貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は�

元金の返済猶予、債権放棄その他債務者�

６８，９５５百万円であります。�

当しないものであります。�

の経営再建または支援を図ることを目的�
として、金利の減免、利息の支払猶予、�
元金の返済猶予、債権放棄その他債務者�
に有利となる取決めを行ったもので、破�

２２，５８９百万円であります。�
　　　なお、貸付条件緩和債権とは、債務者�

　　　上記６．の直接減額による取立不能見込�
額は、破綻先債権額は１１，７４９百万円、延�
滞債権額は１６，７０３百万円であります。�

滞債権に該当しない貸付金であります。�
綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延�

　　　貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は�
外の貸付金であります。�

　上記４．の直接減額による取立不能見込�

結果に基づき破綻先、実質破綻先および�
破綻懸念先とした債務者に対する貸付金�

　親会社は当年度より資産の自己査定の�
債権額は２３，２２７百万円であります。�
額は、破綻先債権額は４，３０９百万円、延滞�

滞債権に該当しない貸付金であります。�

用していた税法基準によれば、３ヵ月以�

もの６３０百万円が含まれております。�
付条件緩和債権のいずれにも該当しない�
延滞債権、３ヵ月以上延滞債権および貸�
条件緩和債権となるもの２７，６６２百万円、�
上延滞債権となるもの３，５１３百万円、貸付�

の変更により、延滞債権額には、従来採�
の未収利息を収益不計上としました。こ�

綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延�

ます。�ます。�
　なお、負債の額も同額であります。�
資産の額は１，１１７，８３７百万円であります。�

３４２，４０２百万円であります。�

前段の規定により資産の部に計上した金�
額は５，２８２百万円であります。�

１９．保険業法第１１８条の規定による特別勘定の�

純資産の額は、４７１，２６７百万円であります。�
２１．明治損害保険株式会社の保険業法第１１３�
条第１項前段の規定により資産の部に計�
上した金額は４，４０１百万円であります。�

資産の額は、１，０６８，９９０百万円であります。�
　　　なお、同勘定の負債の額も同額であり�

２０．保険業法第５５条第２項第６号に規定する�

３４７，４４７百万円であります。�
１７．保険業法第１１８条の規定による特別勘定の�

１８．明治損害保険㈱の保険業法第１１３条第１項�

１８．不動産及び動産の減価償却累計額は�１６．不動産及び動産の減価償却累計額は� １８．不動産及び動産の減価償却累計額は�
３５９，１９４百万円であります。�

１９．保険業法第１１８条の規定による特別勘定の�
資産の額は、８３２，１６５百万円であります。�
　なお、同勘定の負債の額も同額であり�

２０．保険業法第５５条第２項第６号に規定する�
純資産の額は、３３６，０１０百万円であります。�

２１．明治損害保険株式会社の保険業法第１１３条�
繰延資産の金額は、定款の規定に基づき�
毎連結会計年度その一部を償却しており�
ましたが、当連結会計年度においてはそ�

　貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は�
１１，２８２百万円であります。�
　なお、貸付条件緩和債権とは、債務者�
の経営再建または支援を図ることを目的�
として、金利の減免、利息の支払猶予、�
元金の返済猶予、債権放棄その他債務者�
に有利となる取決めを行ったもので、破�
綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延�
滞債権に該当しない貸付金であります。�
　上記６．の直接減額による取立不能見込�
額は、破綻先債権額は１５，３９５百万円、延�
滞債権額は７，７３４百万円であります。�

的として利息の支払を猶予した貸付金以�として利息の支払を猶予した貸付金以外� 外の貸付金であります。�
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�

　４８６，４７７百万円�

４３８，０８７百万円�

ております。�

おります。�

であります。�

　５２５，３９０百万円�

ほか、リース契約により使用している重�

　　　額�

６１，９１０百万円�

５，０６０百万円�

辺機器等があります。�

であります。�

利息による増加�
当年度社員配当金支払額�
前年度剰余金よりの繰入額�
前年度末現在高� ６１３，０８１百万円�

１５４，６６２百万円�

要な動産として電子計算機およびその周�

であります。�

２２．貸借対照表に計上した不動産及び動産の�

　　　　　　　　　　　　　　１２０，７５２百万円�
　　　前連結会計年度連結剰余金よりの繰入�

　　　前連結会計年度末現在高�

２３．社員配当準備金の異動状況は次のとおり�
辺機器等があります。�
要な動産として電子計算機およびその周�
ほか、リース契約により使用している重�

ります。�

４８６，４７７百万円�

す。�

百万ユーロ）�

円であります。�
　（主な外貨額　４，２４４百万米ドル、２，９９４�

た。�

であります。�
親会社の外貨建負債の額は、２，５５５百万円�

　（主な外貨額　２１百万米ドル）�

百万ユーロ）�

金を４０，０００百万円新たに募集いたしまし�

２６．親会社の基金の償却額は２０，０００百万円で�

　　万米ドル）�

であります。�

　（主な外貨額　４，０３０百万ユーロ、３，５５０百�

　　　親会社の外貨建負債の額は、２，７９３百万円�

　（主な外貨額　２０百万米ドル）�
２５．親会社は保険業法第６０条の規定により基�

　　万円であります。�
２４．親会社の外貨建資産の額は、１，０７０，６９６百�

　　　　　　　　　　　　　１６１，９０３百万円�
　　　利息による増加　　　　　２，２３８百万円�
　　　当連結会計年度末現在高　�

　　　当連結会計年度社員配当金支払額�５２５，３９０百万円�当年度末現在高�

２２．親会社は基金５９，０００百万円の償却に伴い、�

２１．親会社の外貨建資産の額は、９５５，９５３百万�

１９．貸借対照表に計上した不動産及び動産の�

２０．社員配当準備金の異動状況は次のとおり�

の全額を一括して償却する方法に変更し�

　　　当連結会計年度社員配当金支払額�

２４．外貨建資産の額は、１，７２５，４２４百万円であ�

（主な外貨額　８，２１９百万米ドル、３，９９０�

外貨建負債の額は、２，５６６百万円でありま�

（主な外貨額　１２百万米ドル）�

２５．基金の償却額は２０，０００百万円であります。�

　　　当連結会計年度末現在高　�
　　　利息による増加　　　　　１，２５０百万円�
　　　　　　　　　　　　　１２９，０４０百万円�

　　　額　　　　　　　　　　　７９，３９９百万円�
　　　前連結会計年度連結剰余金よりの繰入�

　　　前連結会計年度末現在高�

２３．社員配当準備金の異動状況は次のとおり�
辺機器等があります。�
要な動産として電子計算機およびその周�
ほか、リース契約により使用している重�

２２．貸借対照表に計上した不動産及び動産の�

調整前当期純剰余は３，５２１百万円減少して�
比べ、経常利益は８８０百万円増加、税金等�
　この結果、従来の方法によった場合に�

円であります。�

ております。�

円であります。�

の規定による基金償却積立金へ振り替え�

２７．担保に供されている資産は、６２，８６８百万�
円であります。�

２９．親会社の貸付金に係るコミットメントラ�
８０９，４２９百万円であります。�
価証券を含む）の貸借対照表価額は、�
証券（現金担保付債券貸借取引による有�
消費貸借契約により貸し付けている有価�
券」中の株式に計上しております。なお、�
ましたが、当連結会計年度より「有価証�
証券」中の貸付有価証券に計上しており�
による有価証券を除く）は、従来「有価�
いる有価証券（現金担保付債券貸借取引�

２８．親会社の消費貸借契約により貸し付けて�

あります。�

であります。�

法律の整備等に関する法律附則第１４０条第�
５項の規定に基づき保険契約者保護機構�
が承継した旧保険契約者保護基金に対す�
る当年度末における親会社の今後の負担�
見積額は１２，４３６百万円（※）であります。�

百万円であります。�

業費として処理しております。�

　なお、当該負担額は拠出した年度の事�

おける親会社の今後の負担見積額は３５，１５９�
保険契約者保護機構に対する当年度末に�

す。�　なお、当該負担額は拠出した年度の事�

百万円であります。�

５項の規定に基づき保険契約者保護機構�

　　　なお、当該負担金は拠出した年度の事�
額は４０，５４７百万円であります。�
年度末における親会社の今後の負担見積�
保険契約者保護機構に対する当連結会計�

３１．親会社の保険業法第２５９条の規定に基づく�
業費として処理しております。�

　　　なお、当該負担金は拠出した年度の事�

後の負担見積額は１２，２９１百万円でありま�
る当連結会計年度末における親会社の今�
が承継した旧保険契約者保護基金に対す�

法律の整備等に関する法律附則第１４０条第�
３０．親会社の金融システム改革のための関係�

イン契約等の融資未実行残高は、１０，２７２�

２５．親会社の保険業法第２５９条の規定に基づく�

２４．親会社の金融システム改革のための関係�

２３．担保に供されている資産は、７１，４１４百万�

であります。�
３２．親会社の退職給付債務に関する事項は次�

　　　退職給付債務およびその内訳�（�１�）�

　　ホ．未認識数理計算上の差異３，５５１百万円�
　　　　　　　　　　　　　　５５，００５百万円�
　　ニ．会計基準変更時差異の未処理額�
　　　　　　　　　　　　△　１８３，２４１百万円�
　　ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）�
　　ロ．年金資産　　　　　　　　　１０５，５２２百万円�
　　イ．退職給付債務　　　△　２８８，７６３百万円�

のとおりであります。�

（※）生命保険契約者保護機構からの訂正連絡に基づき、平成１１年度の「今後の負担見積額」を訂正しております。�

業費として処理しております。� 業費として処理しております。� 業費として処理しております。�
３１．退職給付債務に関する事項は次のとおり�

　　ロ．年金資産　　　　　　　　　１１２，５１２百万円�

　　ホ．未認識数理計算上の差異８，６４１百万円�
　　　　　　　　　　　　　　４１，３５５百万円�
　　ニ．会計基準変更時差異の未処理額�
　　　　　　　　　　　　△　１６９，９９９百万円�
　　ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）�

　　イ．退職給付債務　　　△　２８２，５１１百万円�
　　　退職給付債務およびその内訳�（�１�）�

等の融資未実行残高は、６５，４０８百万円で�

２９．金融システム改革のための関係法律の整�
備等に関する法律附則第１４０条第５項の規�
定に基づき保険契約者保護機構が承継し�
た旧保険契約者保護基金に対する当連結�
会計年度末における今後の負担見積額は�
１０，６０４百万円であります。�
　なお、当該負担金は拠出した年度の事�
業費として処理しております。�

３０．保険業法第２５９条の規定に基づく保険契約�
者保護機構に対する当連結会計年度末に�
おける今後の負担見積額は３６，５０３百万円�

　なお、当該負担金は拠出した年度の事�

２６．担保に供されている資産は、５１，０４６百万�

２７．消費貸借契約により貸し付けている有価�
証券（現金担保付債券貸借取引による有�
価証券を含む）の貸借対照表価額は、�
６０５，８２５百万円であります。�

２８．貸付金に係るコミットメントライン契約�

同額の基金償却準備金を保険業法第５６条� あります。�



る社員配当準備金繰入額を控除した金額�

　平成１４年３月３１日まで）�
（平成１３年４月１日から�

等会計処理基準（「外貨建取引等会計処理�

日）を適用しております。�
基準」企業会計審議会　平成１１年１０月２２�

ております。�

法施行規則の改正により損益計算書の作�
日企業会計審議会）の適用に伴う保険業�
の設定に関する意見書」平成１１年１月２２�
係る会計基準（「金融商品に係る会計基準�

４．親会社は当連結会計年度から金融商品に�

整前当期純剰余も同額、それぞれ増加し�
比べ、経常利益が１，５３１百万円、税金等調�

が、その主な内容は次のとおりでありま�
成に関して記載方法を変更いたしました�

　　　この結果、従来の方法によった場合と�

す。�

連結損益計算書関係�

の方法、デリバティブ取引の評価の方法�

しております。�
およびヘッジ会計の評価の方法等を変更�

しております。�

３．当連結会計年度から改訂後の外貨建取引�
れ増加しております。�
調整前当期純剰余が８，７７１百万円、それぞ�
比べ、経常利益が２２，５４１百万円、税金等�

　　　この結果、従来の方法によった場合と�
計審議会）を適用しております。�
関する意見書」平成１０年６月１６日企業会�
基準（「退職給付に係る会計基準の設定に�

２．当連結会計年度から退職給付に係る会計�

調整前当期純剰余も同額、それぞれ増加�
比べ、経常利益が１７９，９０２百万円、税金等�

　　　この結果、従来の方法によった場合と�

を基に計算しております。）との間の差異�
の主な内訳は、評価性引当額（繰越欠損�

損金算入されない項目３．３６％等でありま�

計審議会）を適用し、有価証券等の評価�
関する意見書」平成１１年１月２２日企業会�
基準（「金融商品に係る会計基準の設定に�

１．当連結会計年度から金融商品に係る会計�

平成１２年度�

金等の税効果）４．３０％、交際費等永久に�

　平成１２年３月３１日まで）�
（平成１１年４月１日から�平成１１年度�

す。�

　平成１３年３月３１日まで）�
（平成１２年４月１日から� 平成１３年度�
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（平成１４年３月３１日現在）�

　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳�

繰延税金負債の総額は、２０１，９５２百万円で�
３２．繰延税金資産の総額は、２８９，７８４百万円、�

　　ハ．期待運用収益率　　　　　　　３．０％�
　　ニ．会計基準変更時差異の処理年数　５年�

　　　退職給付債務等の計算基礎�（�２�）�
退職給付見込額の期間配分方法　期間定額基準�

　　ロ．割引率　　　　　　　　　　　３．０％�

　　ヘ．過去勤務債務の額の処理年数　　１０年�
　　ホ．数理計算上の差異の処理年数　　１０年�

　　ト．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋�
　　　　ヘ）　　　　　　　△　１２１，８４７百万円�
　　チ．前払年金費用　　　　　２２，２８４百万円�
　　リ．退職給付引当金　　△　１４４，１３１百万円�

の他有価証券の評価差額１９２，５６４百万円で�
　繰延税金負債の発生の主なものは、そ�

百万円および貸倒引当金１５，９２７百万円で�
金４０，７６１百万円、価格変動準備金２５，２０８�
証券評価損８２，０９３百万円、退職給付引当�
は、保険契約準備金９９，７９０百万円、有価�

　　ヘ．未認識過去勤務債務　△　１，８４４百万円�

あります。�

は、保険契約準備金６８，２２４百万円、価格�
　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳�

２６．繰延税金資産の総額は、２０４，８１９百万円で�

であります。�

（税引前当期剰余から、税務上損金と認�
会計適用後の法人税等の負担率２６．６３％�
は３６．１５％であり、法定実効税率と税効果�
　当年度における親会社の法定実効税率�

万円および退職年金引当金１９，８９３百万円�
２４，７０６百万円、退職給与引当金２２，６２７百�

ます。�

金繰入額を控除した金額を基に計算して�
おります。）との間の差異は、軽微であり�

められる剰余金処分による社員配当準備�

変動準備金３０，６０５百万円、貸倒引当金�

繰延税金負債の総額は、２７６，２２３百万円で�

　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳�

　繰延税金負債の発生の主なものは、そ�

給付引当金４０，６３５百万円、価格変動準備�
金３２，５７１百万円、有価証券評価損１９，８５５�
百万円および貸倒引当金１８，４６３百万円で�

の他有価証券の評価差額２７３，０６３百万円で�

実効税率は３６．１５％であり、法定実効税率�
と税効果会計適用後の法人税等の負担率�

税務上損金と認められる剰余金処分によ�
４８．６０％（税金等調整前当期純剰余から、�

　　　当連結会計年度における親会社の法定�

は、保険契約準備金１０３，７７３百万円、退職�

あります。�

あります。�

あります。�

あります。�

あります。�

あります。�

平成１２年度�

　　ハ．期待運用収益率　　　　　　　３．０％�
　　ニ．会計基準変更時差異の処理年数　５年�

　　ヘ．過去勤務債務の額の処理年数　　１０年�
３３．繰延税金資産の総額は、２３８，４３４百万円、�

　　ホ．数理計算上の差異の処理年数　　１０年�

　　ト．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋�
　　　　ヘ）　　　　　　　△　１２６，７５１百万円�
　　チ．前払年金費用　　　　　１２，９５７百万円�
　　リ．退職給付引当金　　△　１３９，７０９百万円�
　　　退職給付債務等の計算基礎�（�２�）�

退職給付見込額の期間配分方法　期間定額基準�
　　ロ．割引率　　　　　　　　　　　３．０％�

　　ヘ．未認識過去勤務債務　△　２，０６８百万円�

　　イ．�

（平成１２年３月３１日現在）�平成１１年度�

　　イ．�

（平成１３年３月３１日現在）� 平成１３年度�



（平成１３年４月１日から�
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　平成１３年３月３１日まで）�　平成１２年３月３１日まで）�
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　た。�

　ました。�

　係る収益・費用を「特別勘定資産運用�
　損」といたしました。�

５．親会社の退職給付費用の総額は、２８，８０９�
百万円であります。なお、その内訳は以�

　　　科目に含まれておりました特別勘定に�
　　　　従来、資産運用収益、資産運用費用�（�４�）�

　示しておりました公社債に係る金利調�

　は「金融派生商品費用」といたしまし�
　　　　デリバティブ取引に係る収益・費用�（�３�）�

　費用を「金銭の信託運用損」といたし�
　　　　金銭の信託から生じる全ての収益・�（�２�）�
　含めて計上しております。�
　整差額を「利息及び配当金等収入」に�

■セグメント情報�

　　　　　　　　　　　　　　１３，７５１百万円�
　　ホ．数理計算上の差異の費用処理額�
　　　　　　　　　　　　　　　３９４百万円�
　　ヘ．過去勤務債務の費用処理額�
　　　　　　　　　　　　　　△　１６７百万円�

　　ニ．会計基準変更時差異の費用処理額�

　　イ．勤務費用　　　　　　　８，８２０百万円�
　　ロ．利息費用　　　　　　　８，８６２百万円�
　　ハ．期待運用収益　　　　△　２，８５１百万円�

下のとおりです。� です。�

　　　　従来、「有価証券償還損益」として表�（�１�）�

　　ト．その他　　　　　　　　　４４３百万円�
　　　　　　　　　　　　　　△　２２３百万円�

　　　　　　　　　　　　　　１３，７５３百万円�
　　ホ．数理計算上の差異の費用処理額�

　　ヘ．過去勤務債務の費用処理額�
　　　　　　　　　　　　　　１，００１百万円�

　　ニ．会計基準変更時差異の費用処理額�
　　ハ．期待運用収益　　　　△　３，１６６百万円�
　　ロ．利息費用　　　　　　　８，６２８百万円�
　　イ．勤務費用　　　　　　　９，０１８百万円�

ります。なお、その内訳は以下のとおり�
１．退職給付費用の総額は、２９，４５５百万円であ�

に占める割合が僅少であるため、セグメント情報の記載を省略しています。�

１３年３月３１日まで）および平成１１年度（平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日まで）において、当社�
および連結子会社は、生命保険事業以外に損害保険事業等を営んでいますが、当該事業の全セグメント�

　平成１３年度（平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日まで）、平成１２年度（平成１２年４月１日から平成�



（Ａ）　ソルベンシー・マージン総額�

「控除項目」は、平成８年大蔵省告示第５０号第１条の２に規定する他の保険会社又は保険業法第１０６条第１項第３号から第５号までに掲げる子会社�

平成１３年金融庁告示第１９号により、ソルベンシー・マージン総額およびリスクの合計額の算出基準が一部変更されていますので、平成１１年度�

上記は、保険業法施行規則第８６条、第８７条、第１６１条、第１６２条および第１９０条ならびに平成８年大蔵省告示第５０号の規定に基づいて算出してい�

ソルベンシー・マージン総額　　（A）�

リスクの合計額　　　　　　　　（B）�

等の資本調達手段について、意図的な保有相当額があればこれを記載しますが、当社では該当項目はありません。�

「資本の部合計」には社外流出予定額、繰延資産およびその他有価証券の評価差額金を除いた金額を記載しています。�
末および平成１２年度末の数値はそれぞれ異なる基準によって算出されています。�

３．�
４．�

２．�

（注）１．�
ます。�

（A）�

ソルベンシー・マージン比率�

（１／２）×（B）�
×１００�

ソルベンシー・マージン比率　　　�

×１００�

項　　目�

（A）�

（１／２）×（B）�

⑪　巨大災害リスク相当額�

⑩　一般保険リスク相当額�

⑭　経営管理リスク相当額�

⑬　資産運用リスク相当額�

⑫　予定利率リスク相当額�

（単位：百万円）�

⑦　負債性資本調達手段等（劣後ローン、劣後債等）�

⑨　その他（保険契約準備金の一部、税効果相当額等）�

⑤　その他有価証券の評価差額（税効果控除前）×９０％�

⑥　土地含み損益×８５％�

（Ｂ）　リスクの合計額　�

⑧　控除項目�

　�２�⑩� ２�

①　資本の部合計�

③　異常危険準備金�

④　一般貸倒引当金�

②　価格変動準備金�
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（単位：百万円、％）�

（単位：百万円）�

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ�

３ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延しているもので、破綻先債権、延滞債権に該当し�

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、上記破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶�

き申立てにより法的倒産となった債務者、または手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、あるいは、海外の法律により上記に準ずる法律�
がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（未収利息不計上貸付金）のうち、会社更生法、民事再生法、破産法、商法等による手続�
破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込み�

２３，２２７百万円、平成１２年度末が破綻先債権額１１，７４９百万円、延滞債権額１６，７０３百万円、平成１３年度末が破綻先債権額１５，３９５百万円、延滞債権�
除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しています。その金額は、平成１１年度末が破綻先債権額４，３０９百万円、延滞債権額�
破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権等について、債権額から担保の評価額および保証等による回収が可能と認められる額を控�

■子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）�

２．�

の他の債務者に有利となる取決めを行なったもので、破綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸付金です。�

明治損害保険株式会社�

項　　　　　目�

上の手続き申立てがあった債務者に対する貸付金です。�

予したもの以外の貸付金です。�

ない貸付金です。�
５．�

４．�

３．�

（貸付残高に対する比率）�

１．�（注）�

額７，７３４百万円です。�

合 計�

区 分�

延 滞 債 権 額�

３ヵ月以上延滞債権額�

貸付条件緩和債権額�

破 綻 先 債 権 額�

■リスク管理債権の状況�

68,955

117,922
(2.02)

45,248

3,063

656

22,589

44,159
(0.81)

3,336

18,232

―�

11,282

29,018
(0.57)

1,251

16,484

―�

3,052

108

1,594

17

926

1,084

6,501

―�

―�

656

―�

1,660

―�

31,549

40,391

23

2,876

103

1,045

1,059

1,339

18

5,197

―�

―�

377

―�

29,023

1,974

36,585

13

―�

　％�2,646.9 2,543.7　％�

＋（⑫＋⑬）�　＋⑭＋⑪�

43,699

2,053

4,256.6　％�

平成１１年度末�

平成１２年度末�

平成１１年度末� 平成１２年度末�

平成１３年度末�

平成１３年度末�


